
千円
（H27.2～H28.1月分）

千円

３．２の経費のうち、一般財源充当額 千円

千円
　　化分）

【社会保障施策に要する経費とその財源内訳】 (単位千円）

　うち現行交付分は２９２，８１８千円、引き上げ分は２２５，４４６千円です。

27年度　引き上げ分に係る地方消費税収の使途（決算）
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４．３の一般財源充当額のうち、地方消費税交付金引き上げ分（社会保障財源

4,679,516

2,667,231

225,446

　消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策（社会福祉、
　社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。）に要する経費　　　　　　

経費

１．地方消費税交付金引き上げ分（社会保障財源化分）歳入決算額

２．社会保障施策に要する経費

225,446

2,667,231合　　　計 4,679,516 1,895,322 0 2,441,785

※３．地方消費税収については、地方税法第７２条の１１６において、消費税法第１条第２項に規定する
　　　社会保障４経費（制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処
　　　するための施策に要する経費）を含む社会保障施策に充てることとされています。

※２．上記事業には、事務費や事務職員の人件費等は除外されています。

※１．地方消費税交付金の歳入決算額は、５１８，２６４千円でした。

116,963 225,446


